
 

 

 

 

 

 

 

｢いじめゼロのまち｣をめざして
平成 25 年度より、以下の取組
を実施しています。 
① 小中学生のいじめ相談窓口の開設 

「誰にも言いだしにくい」と感じる 
子どもや保護者が安心して相談でき
る窓口です。 

➁市内中学校での弁護士による 
いじめ防止出前授業の実施 

・法律のプロである弁護士を講師に招
き、人権の視点からいじめ防止を学ぶ。 

・いじめの怖さを再認識し、自分自身を   
見つめ直す貴重な機会とします。 

③いじめ防止センターだより 

「ハートフル」の発行 
④いじめ防止出前講座の実施 

子どもいじめ防止センターの相談
員が講師となり、学校や地域へ出向き
講座を開催しています。 

⑤相談窓口のお知らせ 

・啓発ポスターを市内に掲示 
・ファイルを市内全校児童生徒に配付 
⑥教育委員会や学校との連携 
⑦「子どものいじめ対策専門委員会」 

事務局 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

②弁護士による出前授業を受けた 
生徒の感想 

☆いじめは目に見えない殺人。いじめかも 
知れないと思ったら気づいてあげることで命を
救える。 

☆その一言や行動で、相手が嫌な思いをしていない
か、しっかり考えるべき。どちらも悲しい思いを
しなくて済む。 

☆人の心は仲間や友だちに褒められると大きくなり、
嫌なことをされると小さくなる。 

☆いじめる人も、いじめられる人も悲しい気持ちに
なる。みんなが笑顔で仲良くなれることが一番。 

☆泣いている人がいたら、知らない振りをせず 
「大丈夫？」と声をかけてあげたい。 

☆いじめを受けたら周りに相談することが大切だ
とわかった。 
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次ページは 

｢大切ないのち
を守るために」 
…私たちにできること… 

です 
です 

④いじめ防止出前講座の内容（保護者向け） 
テーマ「家族の力でいじめを防ぐ」 

・子どもと顔を合わす時間を大切に 
（困った時に相談しやすい環境づくり） 

・毎日表情を見ながら何気ない親子の会話 
・表情や、声のトーンなど、子どもの変化に 

気づけるように 
・子どもの行動に関心をもつ 
・よい行動をすれば、ほめてあげる 
・相手の気持ち（痛み）に気づき、動ける子に 

なれるように 
・子どもは大人をよく見ている 

（親は子のよきモデルに） 

いじめ相談窓口 ➡ ☎ 82-8110 
月曜日～金曜日の午前９時～午後５時 

※メール相談はこちらへ･･･➡ 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

【テーマ:あなたを変えたひとつの涙】･･･すごく悩んでいたことを、友達に相談したら、「よぉ頑張ったね」って
言って一緒に大泣きしてくれたこと。 

人権の小窓 

 
１被害生徒の気持ち…私の娘の体験 

中学時代の娘は、「ガラスのハート」と 
呼ばれるほど、とても繊細なうえにマイナス
思考でした。また、周りの人に認められた
いという理由から、場を盛り上げることで 
元気にふるまう不器用な子どもでした。 

いつの頃からか「調子にのってる」 
などの陰口や、無視、上靴隠しが始まりま
した。さらに、いじめはエスカレートしていき、
SNS（ライン）に心ない言葉を書き込まれ
た時は、「自分は生きてていいのかな」
「死にたい、でも死ぬのは怖い」と自問
自答するまで心を痛めました。 

「いじめにあっていることを誰かに相談
したら、仕返しされるかもしれない」とい
う恐怖におびえながら、心の中のコップの
水があふれる寸前でした。 

 
２自分の感情を素直に出す      

ことができなくなっていった娘 
いじめがエスカレートするにつれ、 

不安や絶望で心の痛みが増大します。  
そうすると、 

〇常に心配事がある。 
前日の夜からドキドキして落ち着かない。 
（部活動の練習に行く前も同じ気持ち） 

〇一度いじめられたから、もうこれ以上、 
傷つくのが怖い。 
（また同じことをされたら、さらに傷つく） 
上靴を隠されてから、家に上靴を持ち帰
るようになった。 

〇何かにとらわれているように感じる。     
〇一人の心ない言葉が全体に広がり、     

自分とかかわったことも、話したこと
もない相手からも、特別な目で見られて
いる環境に、おそろしさを感じます。 

このような状況と気持ちが続くことで、
常に目立たないように、自分をおさえつ
けていったのです。 
 

３生き地獄のような日々と 
なぜ向き合えたのか？ 
愛された記憶、愛された実感があったか

ら・・・自分のことを、愛してくれた人（家族
や、おじいちゃん、おばあちゃん、親友）の
悲しむ顔が、自分の心の鏡には映っていた
のです。そばに寄り添ってくれる人たちが
いてくれたから、前を向くことができた（学
校に休まず行くことができた）と思います。 

支えがなければ、我慢できないほど苦し
い・・・見守ってくれる家族や親友の存在は、
とても大きいと思います。 

幸い、娘には、いつもそばにいてくれ
た親友がいて、動じず娘を守ってくれま
した。「今度は自分がいじめられるかも 
しれない｣という不安を跳ね飛ばすぐらい
心強い親友の存在に勇気づけられたので
す。 

たった１人でも「大丈夫？」と、 
勇気をもって声をかけてくれる 
だけで、気持ちが楽になったのです。 

｢大切ないのちを 
守るために」 

…私たちにできること… 

前三木市子どもいじめ防止センター長 

  藤田
ふ じ た

英子
え い こ

 
平成３１年 4 月～三木市人権推進課  

子どもいじめ防止センターに配属される。 
実際、自分の娘が、いじめにあい、子ども 

の不安や絶望に直面しているときに親としてどのように接し
たらいいのか悩んだ経験があります。相手の気持ちを真摯に
受けとめ「この人に相談してよかった」と思ってもらえるよ
うに、日々、相談しやすい環境づくりに努めてきました。 

（２２７）   令和３年４月 



親友が私のために涙を流してくれて、私には心配してくれている親友がいるんだと思い、まず、となりにいる人を大切に
しようと思えた。    萌花(１５歳)     まあるいココロ あったかメッセージより 

 

継続することにより 
いじめが重大化する 
 

意
識
の
違
い 

人と人が、お互いに同じ気持ちで、信じ
合えることが、いじめから目をそらさず、 
いじめと向き合う原動力に
なったと思います。 
 
４どの子どもも被害者・加害者になる 

可能性がある？ 
ある調査では、「仲間はずれ、無視、 

陰口」について、｢された経験｣も「した
経験」もあると答えた子どもは、ともに
９０％でした。つまり、だれもが被害者
にも加害者にもなる可能性があります。   

また、いじめ発生時の子どもの意識の
違いに注目しなければなりません。 

 
 
 
 
 
 

※いじめられていい理由なんてない。 
被害者は悪くない。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

※相手の気持ちを考えないから、 
いじめても悪いと気づかない。 

 
★このような子どもたちを救うために
「子どもいじめ防止センター」は７つの 
取組を進めています。【表紙①～⑦参照】 

 
 
   
 

５子どもには、家族の力が必要です 
チェックがひとつでもあれば… 

 
いきなり、子どもに対して

否定的な言葉を言うのではなく
そっと寄り添い、ぎゅーっと 
抱きしめて優しく聞いて
あげてください。 

 
６私たちにできること 

「子どもいじめ防止センター」が、 
子どもの人権や命を守るために人権推
進課に設置されてから 8 年が経過しま
した。 

いじめは、子どもだけの問題ではあり
ません。子どものまわりにいる大人が、
いじめは大切な命を奪うかもしれない
恐ろしいものだと理解できるように、し 
っかり伝えていくことが、「いじめゼロ」
をめざす三木市に必要不可欠なことだ
と考えます。 

 
７あとがき 

今回の原稿を書くにあたり、 
私の娘のように、いじめられた当事者の 
辛い思いや声を直接届けることで、今、 
いじめで悩んでいる子どもたちに対して  
「一人じゃないよ」と、そっと寄り添い
勇気づけたい。そんな娘の思いが、私の
背中を押してくれました。この人権の小
窓が、親子一緒に考える機会になれば嬉
しいです。  

加害児童生徒の意識 
〇遊び半分だった 
〇いじられたぐらいで  
〇イヤならイヤと言えばいい 
〇本人も笑っているから大丈夫 

□元気がない 

□スマホを離さない 

□SNS（ラインなど）の内容を気にしすぎる 

□友だちの話をしなくなる 

□登校をしぶる 

□すぐかっとなる 

□言葉遣いが荒くなる 

□友だちを呼び捨てにする 

被害児童生徒の意識 
〇周りの人に心配かけたくない 
〇SOS に気づいてほしい 
〇どうしてこんなに苦しめるの？ 
〇自分は周りにとって必要な人間なの？ 

いじめる側に 
なっているかも？ 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 木  16 金 経営相談 10:00～ 

2 金 経営相談 10:00～ 17 土 茶道教室 9:00～ 

3 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火 経営相談 10:00～ 

6 火 経営相談 10:00～ 21 水  

7 水  22 木 茶道教室 12:00～ 手芸教室 13:30～ 

8 木 手芸教室 13:30～ 23 金 経営相談 10:00～ 

9 金 経営相談 10:00～ 24 土 茶道教室 14:00～ 

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月  27 火 経営相談 10:00～ 

13 火 経営相談 10:00～ 28 水  

14 水  29 木 昭和の日 

15 木  30 金  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

                    3 月に発行しました。各公民館等でご覧ください。    

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

【人権に関する記念日等】（４月） 
２日 世界自閉症啓発デー･･･2007年の国連     

総会で決議。｢ライト・イット・アップ・ブルー｣
をとおして啓発活動を展開。 

２２日 アースデー･･･1970 年、アメリカの上院議 
    員が4 月22 日を「地球の日」と宣言。 
２８日 国際盲導犬の日･･･1989 年に国際盲導犬 
    学校連盟が制定。4月の最終水曜日。 
２～８日 発達障害啓発週間･･･自閉症をはじめと 

とする発達障害について正しく理解してもら 
     うために設けた。 

人権啓発ＤＶＤの紹介 
活用ください（隣保館で貸出できます） 

講座生募集中 どうぞご参加ください 

★書を楽しむきらきら教室 
★手芸教室   ★茶道教室  

    

兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会企画 
◎「カンパニュラの夢」（3６分） 

この作品は、二つの家庭の視点で進行します。主
人公の岸本麻帆はあることをきっかけに「ひきこも
り」は誰にでも起こり得ることだと気づきます。一
方、20 年以上引きこもり状態にある谷口誠一と
その両親は問題が長期化する中で、解決の糸口
すら見いだせないまま苦悩しています。麻帆は
谷口家の抱える問題に寄り添い、解決策を求め
行動を起こします。 

急速に高齢化が進む今、8050 問題は誰にで
も起こり得ることと認識し、地域の人々が引き
こもりなどの悩みを共有し偏見をなくすととも
に、互いに助け合うことで地域共生社会の実現
を目指す人権啓発ドラマです。 

◎「シェアしてみたらわかったこと」（46 分） 
この作品は、４つの人権（外国人に関する人権・

性自認や性的指向に関する人権・外から見えにく
い障がいのある人の人権・災害時の人権）につい
て、シェアハウスに暮らす個性豊かな住人たちと
の交流をもとに進行します。交流は戸惑いの連続
ですが、時間、空間、思いをシェアして｢私｣が初
めて気づいたこと、わかったことを描いています。 



 

 

 

 

 

 

 

｢8050 問題｣とは、80 代の高齢の親
が、50 代のひきこもりの子どもを支え
ながら生活している家族が、社会の中で
孤立していくという、超高齢社会におけ
る新たな問題です。また、8050 問題か
ら 9060 問題へと高齢化している実態
もあるようです。 

ある市では、「あそこに行って相談す
れば何とかなる」という場所があれば安
心できるということで「よろず相談」の
窓口を長年続けているそうです。 

このよろず相談の内容は大きく分け
て２つのパターンがあります。 

一つは、相談を通じて何が課題か見つ
けて連携機関につないでいくかたちで
す。例えば、お金に困って明日にでも電
気を止められそうな方には、生活困窮に
かかわることですから、窓口の相談者一
人では担当しきれません。ほかの窓口や
家族、病院やほかの支援機関と連携し、
孤立を防いでいくそうです。 
 もう一つは、話を聞いてほしいという
方の相談です。あちこち電話をかけても
気が済まず、ここで胸の内を吐き出して
気持ちを安定される方です。 

いずれにしても、支援には時間がかか
りますから、地域社会での孤立が深まる
まえに、本人や家族、周りの方から相談 

 
 
 
 
 
 
 

することができたらいいですね。 
 今は困らないし、生活できているから
このままで良いと考えていても、家族に
何かあったら、歳を重ねたらどうなるか
心配になります。 

三木市には、次のような相談窓口があ
ります。 ※どの相談も、日時指定があるので、  

詳しくは｢広報みき｣をご覧ください。 

いずれの窓口も、相談内容により連携
機関や何らかの支援につながっていく
場合もあります。ご家族や周りの方も含
めて、まずは相談されることが大切にな
ってくるでしょう。 

また、ひきこもり状態などの心配事は、
市役所(☎ 82-2000)の福祉課生活支援
係でも相談をすることができます。 
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8050 問題から 
･･･ 9060 問題へ ･･･ 

今は良くても、この先が心配です 

 
次ページは 

｢ひきこもりと 
地域共生社会」 

… 相談することが何より大切 … 
  です 

① 日常生活の悩みや困りごと、ひきこもり
などは、市民ふくし相談(電話・面談)へ 
（相談内容により後日弁護士などが対応） 
・市民活動センター   ☎ 86-7575 
・吉川健康福祉センター ☎ 72-2940 
   
② うつや自殺予防のための当事者と家族・
知人の相談などは、こころの相談(電話)へ  

☎ 89-2471 

③ 不登校、性格、親子関係、友人関係、い
じめなどは、青少年悩みの相談(電話・面談)
へ    ☎ 82-8686 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

【テーマ:心あたたまるあの場面】･････‥･私は家に引きこもりがちの人間。 

人権の小窓 

「８０５０問題」って何？ 
ひきこもりの長期高年齢化の問題を表

す用語として、最近ではメディアなどでも
使われています。 

８０５０問題とは、８０歳代の親と５０
歳代のひきこもりの子どもが一緒に暮
らす状態のことです。ひきこもり状態が長
期化し、年金暮らしの親の収入に無職の
子どもが頼る生活を続けていくことへの切
実な不安や悩みが伝わってくるようです。 

「ひきこもり」とは？ 
ひきこもりとは、社会参加をしないで６カ

月以上ほぼ家庭内で生活を続けている状
態です。 

内閣府の調査によると、１５～３９歳の５
４．１万人(参考①) 、４０～６５歳の６１．３万
人(参考➁)がひきこもり状態にあるといわ
れています。日本には、１００万人以上のひ
きこもり状態の人がいるということです。こ
れは、現在の１８歳人口に匹敵する数です
から、ひきこもりは決して他人事ではな
く、極めて身近なものなのです。そして、
その半数以上が、40 歳以上であり、ひき
こもりの長期化と高年齢化が社会問題と
なっています。 

※参考 ①内閣府『若者の生活に関する調査報告書』、2016  

➁内閣府『生活状況に関する調査報告書』、2019 

どうしてひきこもりになるの？ 
ひきこもりは、きっかけはあるにせよ、何

か一つの原因でおこるものではなく、多様
で複合的な要因が複雑に絡み合った結
果おこるものです。 

まず、本人がストレスに弱かったり、病気
や障害があったり、思春期という繊細な心
の有りようが関係していることがあります。   

そして、親からの過度な期待を受けて心
の負担になっていたり、貧困が原因になっ
ていたりという家庭の要因もあるでしょう。 

また、いじめやリストラなどの学校や職
場での人間関係や環境の変化、希薄な近
所づきあいや周りの人の偏見などの地域
の要因もあります。 

ひきこもりは、この学校、職場、地域の要
因、つまり、社会の要因が大きいというの
が特徴です。 

｢ひきこもりと 
地域共生社会｣ 

…相談することが何より大切… 

神戸市看護大学 看護学部 

  教授  船越
ふ な こ し

明子
あ き こ

 
2010 年東京大学大学院医学系研究科博士後期課程修

了。博士(保健学）。ひきこもり青年をもつ親の支援をラ
イフワークとして取り組んでいる。社会的孤立状態にあ
る人への支援のあり方についての研究や、家族会・ひき
こもり地域支援センター・保健センター等で講演や助言
活動を行っている。著書に「ひきこもり 親の歩みと子
どもの変化」(新曜社)などがある。  

（２２８）   令和３年５月 

本人の要因･･･ストレスへの弱さ、病気や障害、思春
期 

家庭の要因･･･親からの期待、離婚、家庭内暴力、貧
困、一人親家庭 

学校・職場の要因･･･学校や職場でのいじめ、リス
トラ・倒産・失業、不安定な就労、不十分な教育、
不十分な支援 

地域の要因･･･希薄な近所づきあい、他者への無関
心、厳しい社会の目、偏見 



アルバイトのレジは、私は人がこわいし、苦手なので今でも緊張するけれど、沢山の人が「ありがとう」と言ってくれる。こ
の瞬間があるから、アルバイトを続けられていると思う。  りんごちゃん  まあるいココロ あったかメッセージより 

ひきこもりと偏見 
ひきこもりに対して、社会の人々は、どの

ような印象をもっているでしょうか？  
ひきこもりの背景や実態を理解している

人は、どれくらいいるでしょう。 不調があら
われた時、すぐに誰かに相談に行けるかど
うかは、世間の偏見が影響しています。家
族が非常に社交的でも、ひきこもりに対し
て自分が偏見をもっていたり、周囲の人が
偏見をもっていたりしたら相談できません。 

「ひきこもりは誰にでも起こる可能
性がある。早期に適切な支援を受けるこ
とで回復する。ストレスを和らげる環境
をつくることで辛さを緩和することが
できる」と、ひきこもっている本人や家族
が考えていて、世間の偏見もなければ、早
めに相談することができ、社会生活への影
響を最小限にすることができるでしょう。 

一方、「ひきこもっている人は危険であ
る。弱い人間だ」という間違った認識や偏
見が社会にある場合は、ひきこもりに悩む
人は、支援機関に相談することを恥だと思
ったり、抵抗感を感じたりして、相談に行く
ことができずにひきこもりが長期化してし
まうでしょう。 

私たちにできること 
近年、「地域共生社会」という言葉が注

目されています。どのような困難を経験し
ても、社会の一員として自分の能力を発揮
できる、誰にとっても生きやすい地域社会
を作っていこうという考え方です。 

辛いことがあったり、迷いが生じたり
して、ひきこもってしまうことは誰にで
もあります。そんな時に、温かい眼差しで
見守り、寄り添い、再びチャレンジでき
る地域を、力を合わせて作っていこうで
はありませんか。 

地域住民の一人ひとりが、ひきこもり
の背景や実態を理解し、どんな人も広く
包み込み、共に暮らしていける社会をつく

るために、自分にできることを実践すること
が求められています。 

相談することが何より大切 
兵庫県には、ひきこもりの相談を専門と

する支援機関があり、ひきこもり状態にあ
る人が、その人なりの社会とのつながり方
を見出すことをサポートしています。 

家族の相談がきっかけで、本人が支援
機関に訪れるようになり、少しずつ社会
に参加していけるようになったケース
はたくさんあります。 

あなた自身やあなたの家族が自宅にひ
きこもる生活をしている場合は、できるだ
け早く専門機関に相談することが大切
です。また、あなたの友人や近所の人など、
身近な人がひきこもりについて悩んでい
たら、相談機関を紹介してあげてください。 

兵庫ひきこもり相談支援センター   
播磨ブランチのリーフレットより  

播磨ブランチってどんなところ？ 
ひきこもり当事者や家族への支援のための相談窓口です。

専門の相談員がお悩みをお伺いします。 

まずはお電話ください。TEL 079-240-6299 
(月～土：10 時～17 時、第 2・4 土曜休み) 

✧相談料：無料です 
✧本人･家族･きょうだい･年齢などは問いません 
✧電話で、相談予約日をご案内します 
✧播磨地域の方が対象です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひきこもりに関する 
あなたの悩みを届けて 
ください。 
 

電
話
を
い
た
だ
く
と 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 土  16 日  

2 日  17 月  

3 月 憲法記念日 18 火 経営相談 10:00～ 

4 火 みどりの日 19 水  

5 水 こどもの日 20 木  

6 木  21 金 経営相談 10:00～ 

7 金  22 土 茶道教室９:00～ 

8 土  23 日  

9 日  24 月  

10 月  25 火 経営相談 10:00～ 

11 火  26 水  

12 水  27 木 手芸教室 13:30～ 

13 木 手芸教室 13:30～ 28 金 経営相談 10:00～ 

14 金 経営相談 10:00～ 29 土  

15 土  30 日  

   31 月  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

  

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

兵庫県には下記の相談場所
(相談電話)もあります 

【人権に関する記念日等】（５月） 
１日 メーデー…労働者が統一して権利要求と国際連帯の活 

動を行う日。 
３日 憲法記念日…1947（昭和22）年5月3日に日本国 

憲法が施行されたことを記念して制定。 
５日 こどもの日…「端午の節句」と呼び、子どもの人格を 

重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日。 
手話記念日…手話が左右の指を使うことから、
2003(平成１５)年に日本デフ協会が制定。 

10 日 母の日…母への感謝を表す日。 日本では５月第２日曜 
日。1907年、アメリカの女性が亡き母親を偲び、教会で記 
念会をもち、白いカーネーションを贈ったことがきっかけと 
言われている。 

15 日 国際家族デー…家族関連の問題に取り組む能力を 
高めるために1993年の国連総会で制定。 

※ 三木市人権･同和教育協議会総会 書面議決 
17 日 多様な性にＹＥＳの日…１９９０年５月１７日に同 

性愛が世界保健機関(WHO）の精神疾患リストから削除 
されたことに由来する。   

21 日 対話と発展のための世界文化多様性デー… 
文化の多様性の保護、文明間の対話の拡大を呼びかける 
ため、2002年の国連総会で制定。 

22 日 東播磨地区人権教育研究協議会総会  
１～  7 日 憲法週間･･･1950(昭和25)年の日本国憲法施 

行３周年式典にあわせ、憲法の意義について再確認 
することを喚起する目的で制定。 

5～11 日 児童福祉週間･･･厚生省(当時)が児童福祉法 
の周知を目的として１９４８(昭和２３)年に制定。 

ひきこもり・不登校等の課題を抱える青
少年のための総合相談及び、青少年を中心
とする全年齢対象のひきこもり専門相談と
して、専用電話回線による総合相談窓口      
（ほっとらいん相談）を開設しています。 
 心理士等の資格を持つ専門スタッフ
が、匿名での電話相談をお受けします。
プライバシーは固くお守りしますので、
安心してご相談ください。        
相談内容                 
（1）ひきこもりの専門相談（2）個々の相
談に応じた適切な専門機関等の紹介など          
実施曜日 月・火・水・金・土曜日              
実施時間 10 時～12 時、13 時～16 時
専用ダイヤル：078-977-7555 

兵庫ひきこもり相談支援センター 

ひきこもりの本人及び家族等に対する段階
に応じたきめ細やかな支援を実施しています。 

ご本人でもご家族からでも相談は可能です。 

家にいながらできる一歩。   
まずはお電話ください。 

電話番号 (078)262-8050 
受付時間：火曜日～金曜日(祝日・年末年始

は除く)9:30～11:30・13:00～15:30 

兵庫県ひきこもり総合支援センター 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

令和元年度、全国の児童相談所に寄せ
られた虐待相談の経路は、警察等、近隣
知人、家族、学校の順になっています。 
虐待かな？と思ったら、通報・相談する
ことがこどもの命を守ることにつなが
ります。三木市の相談窓口は 83-2266 
児童虐待防止24時間ホットラインは１８９ 
です。気になることを話してくださいね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年度、神戸市と
明石市を除く兵庫県では
5,380 件の虐待相談が
ありました。アンケート
によると約 80％の人が
児童虐待に対する関心が
あると答えています。 

しかしながら、発見した際の対応では
「特に何もしなかった」が 44.7％で、 
「近隣・知人に相談した」が 21.9％、
「子どもに声をかけた」が 21.0％ とな
っており、心理的虐待や身体的虐待を防
ぐためにも「発見時の通報・相談」が重
要となっています。 

１８９(いちはやく) 知らせて守る こどもの未来 

こども家庭センター(児童相談所)で
は、児童虐待についての相談以外に次の
ような相談ができます。 

受付：平日の 9 時～17 時で 

☎：0795-27-8250、相談は無料です。 

№479 6 月号 
[発行・編集]   令和３年６月１日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp  お問い合わせ 

大切
た い せ つ

なあなたへ 
～ ひとりじゃないよ ～ 

 
次ページは 

｢言葉には  
先がある｣ 

  です 

オレンジリボン憲章 

①私たちは、子どものいのちと心を守ります 

②私たちは、家族の子育てを支援します 

③私たちは、里親と施設の子育てを支援します 

④私たちは、地域の連帯を拡げます 

 

☆オレンジリボン・キャンペーン 
を通じて訴えかけたいこと 

□まずは身近な自分の子育てを振り返ってみて
ほしい 

□もし、子育てに悩んでいる人がいたら、ひとり
で抱え込まずに相談してほしい 

□もし、虐待で苦しんでいる子どもたちがいた
ら、がまんしないで打ち明けてほしい 

□自分の周囲で虐待が疑われる事実を知ったと
きは、躊躇なく通報してほしい 

□虐待を受けた子どもたちの自立に向けた支援
の輪に加わってほしい 

 （寄付でも、ボランティアでも） 
□もし、可能なら、虐待を受けた子どもたちのた

めの親代わり（里親）になってみてほしい 
私たちは、子どものいのちと心を守ります 

兵庫県児童虐待防止シンボルマークの   
｢オレンジリボンはばタン｣です。 

※オレンジリボンには、子ども虐待の現状を知ってもら
い、虐待を防ぐとともに虐待を受けた子どもたちが幸福に
なれるようにという気持ちが込められています。 

🌸 家庭での養育が困難になった子どもの相談 
🌸 発達や障害についての相談 
🌸 非行についての相談 
🌸 生活やしつけについての相談 
🌸 不登校についての相談 
🌸 いじめについての相談 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

人権の小窓 

🌸突然ですが、最初に質問させてください 
例えば、｢海｣という字。 
この言葉を見て、何を思い出しますか？ 

では、「家」という字はどうでしょう？ 

その言葉を見て、人それぞれに何か思い
出すものがある。生きていれば、必ずイメージ
するものなのです。つまり、言葉というものは、
「人間の記憶の集合体」なのかもしれない
と思うのです。 
🌸言葉の先には、何かある 

言葉の正体って、じつはそれら「情報」な
のではないか。では一方で、実際に目で見え
ていた言葉自体、それは何なのでしょう
か？目で見えているその言葉はそれら情報
を中に含んでいる「器」なのかもしれないと

思うわけです。では、ここで器を
出してみましょう。 

はい、出てきました。 
赤いお椀の器。ここでまた想像し

てみてください。例えば、この器が、今まさにみ
なさんの目の前にポンと置かれたとしましょう。
想像していただけましたか？ 

僕は予言しますが、みなさん、絶対に、この
お椀のフタを開けずにいられないと思います。
お味噌汁かな？おすましかな？野菜や魚や

お肉や何か炊いたおかずかな？とか。このお
椀の中身が気になってしょうがない。その時に、
この器自体に気をとられている人っていない。
つまり、器よりも器の中に入っているものの
ほうが大事なんです。ですよね？ 

では、また質問させていただきたいんですけ
ど、この器の中身を気にするくらい、これまで
「言葉の先」というものを気にしたことが
ありますか？と問われたら、みなさんはどうお
答えになりますか？（しばし考える時間）…「い
やいや、言葉の先なんて、ここで初めて聞いた
し」という方がほとんどではないでしょうか？ 

言葉には先がある。それにもかかわらず、
もしかすると私たちは言葉に接するとき、
肝心なことを受け取らず、途中で情報処理
を止めていたかもしれません。私たちは、言
葉の先を見ずに、感じずに、いかに言葉を表
面だけでとらえてきたのか？という反省で
す。もしも、このような考え方に立てた時、ほん
の少しですが、言葉との向き合い方が変わる
かもしれません。 

例えば、スマホに LINE がきます、家族や友
だちから。ふきだしの中に、短文が書いてあり
ます。仮に｢元気です｣とあったとしても、この人、
本当に元気なのかなぁ？というふうに思って
みるとか。その言葉の先を、感じとろうとす
る行為につながっていくのかもしれません。 
🌸こういう禅問答があります 
「月をさす指これいかに？」 

これは、本当にずっと昔か
ら伝えられている正真正銘の
禅問答です。 

｢言葉には、  
先がある。｣ 

（しばし考える時間が途中にあります) 

電通 クリエーティブディレクター  
コピーライター 

 玉山
た ま や ま

貴
た か

康
や す

  
神戸市生まれ。同志社大学卒業後、 

電通入社。Honda、味の素、オートバックス、ハウスメイト、セ
コム、オリコカード、ユニクロ、そごう西武、三井住友銀行、第
一生命、日本ハムなど大手企業の広告キャンペーンを多く
手掛けるなかで、AC ジャパン「こだまでしょうか」「みんな
でやれば、大きな力に。」、東京都「STAY HOME 週間」な
ど有事における公共広告も携わる。また、男女平等参画推
進みなと「DV 防止啓発パネル」、全国女性シェルターネット
「LDVE ポスター」、横浜市男女共同参画協会「STOP! デ
ート DV 写真展」など人権啓発活動をコミュニケーションか
らサポートする取組にも力を入れている。 

（２２９）   令和３年６月 

言葉の先には、｢風景｣や｢色彩｣や｢音響｣や｢声色｣
や｢匂い｣や｢温度｣や｢感触｣や｢味覚｣や、言葉によ
ってはもっと考えられると思いますが、何かその
先には関連する情報のようなものがあるぞと。 

…｢水平線｣｢波の音｣｢青さ｣｢海水のしょっぱ
さ｣｢水着｣｢海の家｣｢釣り｣｢砂浜の感触｣だっ
たり、いろいろあると思います。 

…｢家族｣や｢故郷｣、｢暖かい｣｢飼っているペッ
ト｣｢おふくろの味｣｢ローン｣｢家事｣だった
り、するかもしれませんね。   



 

和尚：「月をさす指これいかに？」 
坊主：「言葉なり」 

「言葉なり？」･･･なぜ、言葉と答えなくては
いけないのでしょうか？その教え、解釈はこう
いうことのようです。「言葉は“指”にすぎない
のだよ。指の先にあるもののほうが大事なのじ
ゃよ」という意味。お分かりいただけましたか？
この教え。さっきの赤いお椀の中身の話と
じつは同じことを言っているのです。 

さて、ここで実験してみましょう。
みなさん、右手でも左手でもどち
らでもいいです。人差し指を立て
てください。残りの指は折り曲げ
て。こんな感じ。そして、何かを指さ
してみましょうか。何でもいいです。 

例えば部屋の中にいる場合、指先を 

当り前です。当り前なんですが、あらためて
考えてみると不思議です。自分の指のかたち
は始めから何も変わっていません。向きが変
わっているだけですよね。なのに、なぜこんな
にも森羅万象、いろんな意味を持てるのか？
不思議じゃないですか？ これほどまでに。い
いですか。これほどまでに、です。言葉の先を
見ることは大事なんだよと、この禅問答は
言っているのです。 

じゃあ、言葉の先を見てないと、どういうふう
になるのでしょう。 

どんなものを指されても、指、指、指…っ
て言う。そんな人いないですよね？でも、私
たち、このことを笑えないんです。だってほら、
私たち、言葉を前にして、私たちは、その言
葉が指している「言葉の先」の意味をきちん
と感じられていたでしょうか。         

🌸「言葉」と「言葉の先」にあるもの 
こんなにも異なることがある事例をひとつご

紹介します。 
長門裕之さんと南田洋

子さんは、おしどり夫婦で
有名でした。先に亡くなら
れたのは南田洋子さんです。４年間の認知症
の闘病の末、息を引き取られました。その瞬間、
ずっと介護されていた長門裕之さんが、最初
にかけた言葉があります。何という言葉をかけ
たと思われますか？…（しばし考える時間）…   

僕はこの言葉を初めて聞いたとき、ちょっと
驚きました。「エッ、そんなこと言うの？！」という
印象でした。こう言ったらしいのです。 

「ばかやろう」 
この言葉。文字面だけをみれば、人をけな

す言葉です。普通に悪口です。 
しかし、この場合、長門裕之さんは南田洋子

さんに悪口を言ったんでしょうか？けなしたん
でしょうか？そういうふうに感じる人間って絶対
にいないと思うんです。絶対にけなしてない。
そこでまたみなさんにお尋ねしたいのです。 

では、この「ばかやろう」という言葉の先
には何があるんですか？（しばし考える時間） 

僕は勝手にこういうふうにとらえています。
いろんな気持ちが長門裕之さんの中で、綯い
交ぜ（ないまぜ）になったのかなと想像しまし
た。４年間の闘病に耐えたことに対してよ
く頑張ったなという「ねぎらい」の気持ちや、
今までいっしょに居てくれてありがとうと
いう「感謝」の気持ちや、なぜ俺より先に逝
ってしまうんだという「悲しみ」や、大好き
だったよという「愛情」表現や、いろんな感
情がまぜ合わさって、この言葉になったと
したら、目で見えている言葉は「ばかやろう」
なんですけれども、この言葉の先には、とて
も優しくて温かくて、美しいものさえ感じ
るのです。「言葉」と「言葉の先にあるもの」
がこんなにも離れることがある。 

みなさんはどうお感じになりますか？ 

真上に向けたら「天井」という意味になり、   
逆に真下に向けたら「床」という意味になる。 
真横に向けたら「壁」になりますね。 
そこに窓があれば「窓」になる。 
テレビに向けたら「テレビ」という意味になるし、 
冷蔵庫に向けたら「冷蔵庫」という意味になる。 

指先を真上に向けても「指」と言います。 
逆に真下に向けても、真横に向けても「指」になり、 
そこに窓があっても「指」、テレビに向けても「指」、 
冷蔵庫に向けても「指」になる。 

おっと、制限字数を越えてしまいました。今回はここまでと
なります。最後までお読みいただきありがとうございます。
この続きからさらに面白くなってくるのですが（笑）。また
どこかでお話できたらうれしいです。それでは！ 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 火 経営相談 10:00～ 16 水  

2 水 子育てキャラバン 10:00～ 17 木      

3 木  18 金 経営相談 10:00～ 

4 金 経営相談 10:00～ 19 土  

5 土 
茶道教室 9:00～ 

書を楽しむきらきら教室 13:00～ 
20 日  

6 日  21 月  

7 月  22 火 経営相談 10:00～ 

8 火 経営相談 10:00～ 23 水  

9 水  24 木 手芸教室 13:30～     
10 木 手芸教室 13:30～ 25 金 経営相談 10:00～ 

11 金 経営相談 10:00～ 26 土 茶道教室 9:00～ 

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月  29 火 経営相談 10:00～ 

15 火 経営相談 10:00～ 30 水  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

体罰等によらない 
子育てを広げよう！ 

 2020 年 4 月に児童福祉法等の改 
正法が施行され、体罰が許されない 
ものとして法定化されます。しかし、 
法律で体罰が禁止されたからといっ 
て、すぐに体罰のない社会が実現で 
きるわけではありません。 
 1979 年、世界で最初に体罰禁止を法定化した
スウェーデンでも、長い時間をかけて、社会全体
で認識を共有し、体罰によらない子育てを推進し
ていきました。法律が変わったことはゴールでは
なく、これから、一人ひとりが意識して社会全体
で取り組んでいく必要があります。 
 子どもが健やかに成長・発達するためには、体
罰等に対する意識を一人ひとりが変えていかなく
てはなりません。同時に、保護者が孤立せず、子
どもが育ちやすい社会であるために、体罰等を容
認しない機運を醸成することが大切です。 

私たちは、寛容さを持って子どもの成長に温か
いまなざしを向け、社会全体で子育てを行ってい
く必要があります。社会全体が手を取り、子育て 

家庭を応援しながら 
体罰等のない社会を 

実現していきましょう。  
 

☜あなたの通報が命を救う 
※厚生労働省のパンフレットより 

 
催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 

【人権に関する記念日等】（６月） 
１日 人権擁護委員の日…人権擁護委員法が、１９ 

４９(昭和２４)年６月１日に施行されたことを記念 
して制定。 

５日 世界環境デー…１９７２年にスウェーデンで開 
催された｢国連人間環境会議｣を記念して制定。 

２０日 世界難民の日…アフリカ統一機構の｢アフリカ 
難民条約」発効の日にちなみ、２０００年の国連 
総会で制定。 
父の日…６月の第３日曜日。１９０９年、アメリカ 
の女性が、男手一つで自分を育ててくれた父を 
讃えて、父の誕生月である６月に礼拝をしてもら 
ったことがきっかけと言われている。 

２２日 らい予防法による被害者の名誉回復及び 
   追悼の日…ハンセン病療養所入所者等に対 

する補償金の支給等に関する法律の施行日を 
記念して制定。   
 

23～29 日 男女共同参画週間…１９９９(平成 
１１)年、男女共同参画社会基本法が成立した日 
を起点とした 1 週間。 

☆ 外国人労働者問題啓発月間…｢外国人雇用 
はルールを守って適正に！｣という趣旨を事業主等 
に啓発するための月間。 

☆ 男女雇用機会均等月間…職場における男女 
の均等な取扱いや女性が活躍する社会の実現を 
めざして設定。 

。 

虐待かもと思ったら 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
「性的指向」ってなに？ 

恋愛感情や性的欲求は異性だけに向
けられるものでしょうか？好きになる
性が同性の方、男性と女性どちらもとい
う方、どちらでもない方もおられます。 
「性自認」ってなに？ 

自分は男である、女であるという性の
感じ方(自覚)が、生まれながらの身体の
性別と一致しない方、どちらも感じると
か感じないという方もおられます。 
「性表現」ってなに？ 
 ｢わたし、ぼく、俺｣など自分のことを
どう呼ぶか、どんな仕草や言葉遣いをす
るか、どんな服を着るか、どんな髪型に
するかなどは、人それぞれです。 

「パートナーシップ制度」ってなに？ 
この制度は、お互いを人生のパートナ

ーとして日常生活を営むことを約束し
た同性の２人に対して、市が公的に２人 
の関係性を証明する制度です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今、全国 106 の自治体で 1,500 組を

超える方がこの制度を利用しています。   
兵庫県では９市町で導入し、合わせて

５８組が証明書を受けています。婚姻の
ような法的な効力はありませんが、困り
ごとが以下のように軽減されています。 

三木市では「パートナーシップ制度」
に関する情報を収集しています。この制
度は、性的マイノリティに関する社会の
理解が広がる効果も考えられ、性的指向
や性自認で悩んでいる児童や生徒の自
己肯定感を高め、希望や勇気を与えるも
のになります。 

また「三木市人権尊重のまちづくり条
例」がめざしている「すべての人の人権
が尊重され、明るくすみよいまち」に一
歩近づくことができると考え
ています。性的マイノリティ
に関する皆様のご意見をお聞
かせください。→ → → 

№480 7 月号 
[発行・編集]   令和３年7月１日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp  お問い合わせ 

違って当たり前 
～ 性的指向・性自認・性表現 ～ 

 
次ページは 

｢自分自身を 
    知っていく｣ 

…セクシャリティをオープンに… 
 です 

（これは制度を導入した自治体の例です） 
①県営など公営住宅の入居 
②公立病院での病状説明の同席や手術等の同意 
③大手携帯電話会社では、家族割を実施 
④市営墓園の使用・承継 
⑤犯罪被害者等遺族支援金等の給付 
⑥住民票の続柄を「縁故者」にできる 
⑦生命保険金の受取人 
⑧自治体職員なら福利厚生の対象に 

このように性的指向や性自認・性表現
は多様です。その中で、同性同士で夫婦
のように一緒に暮らしているのに、家族
として認めてもらえないため、「パート
ナーが入院しても治療の意思決定に関
われない」などの困りごとがあります。 

そこで、近年同性パートナーを支援す
る政策として「パートナーシップ制度」
を導入する自治体が増えています。 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

人権の小窓 

🌸自身について 

🌸1987 年、女の子として生まれる 
幼少期…クリスマスには望んでいた

ものが届かず、疑問だった。家庭科の授
業で裁縫道具を注文することがあった。
記憶の中では初めて親から助言を受け
ず自分で好きな色を選んだ。そして周り
の女の子の選んだものと比べて、私は少
し好みが違うのか、少数派だと感じた。
みんなが同じような色を好んで選んで
いることも違和感があった。 

中学時代…周囲はバレンタインデー
で盛り上がり、異性を好きになるのが当
たり前、同性に惹かれることは、誰にも
話す気にはならなかった。そんな環境の
中では自分の気持ちを確かめることも
出来ず、なんとなくおかしいと感じるけ
ど、答えはわからず、考えても仕方がな
いと思い、考えることをやめた。 

高校時代…同性への好意には半ば諦
めもあったが、何でも話せる間柄の友人
に同性が好きかもしれないと相談する
と、気持ちが悪いと言われ、この想いは
簡単に口にしてはいけないと感じた。そ
れからは、きっとまわりには理解しても
らえない、自分が変わらないといけない
と思っていた。それでもどうしても変え
られない強い気持ちが芯に残って、将来

どうなっていくのか本当に不安だった。 
大学時代…アメリカ留学をきっかけ

に人生は大きく変わった。セクシャリテ
ィをオープンにして生きる人があたり
まえにいる環境の中、ゲイやレズビアン
とカミングアウトしている友人ができ、
自身が長く抱えていた「同性が好きかも
しれない」という、この気持ちはおかし
くないんだと、閉じ込めていた感情やセ
クシャリティについて、寛容
になれて心が楽になった。 

帰国後、同性のパートナーができ、家
族にカミングアウト。年齢も若く、「一時
的な気持ちだろう、男性との結婚も考え
ているよね」と言われ、まだ将来像が見
えない私は何とも言えずに、悔しい思い
をした。ただ、長い間一番知っていて欲
しい存在である家族に隠し続けていた
気持ちが解放されて、肩の荷がおりた。 

２７歳の時･･･パートナーの紹介で男
性として暮らすトランスジェンダー当
事者と出会い、違和感を持ち続けていた
自身の性自認、悩んでいた自身の将来像
について深く向き合ようになり、カウン
セリングに通うことを決めた。そして今
度は家族に男性として生きていきたい
とカミングアウト。それまでは、両親の
反応を想像しただけでも怖くて、悲しま
せ、落胆させるか突き放されるかもしれ
ないと思っていた。でも両親は真正面に
向き合って聞いてくれ、「いろいろと大
変やろうけど頑張って｣と他人事の言い
方だったが、｢自分でしっかり考えて進

｢自分自身を  
知っていく｣ 

…セクシャリティをオープンに… 

京都カラフル 主宰 

        松本
ま つ も と

友生
ゆ う き

 
兵庫県出身、京都市在住、３４歳トランスジェンダー当事

者。２０１９年５月、京都で LGBTQ+コミュニティ団体『カラ
フル』を結成。【京都をもっとカラフルに】をテーマに多様性
に理解のある場所であることを発信するため、当事者、当事
者以外も含め、『まずは、その人を知ることから』という想い
を大切に、月に一度、イベントや交流会を開催。 

セクシャリティについて理解を深めるきっかけ作りや、仲
間を探している人たちが身近に出会い、支えあえる場所作
りをしています。カラフルホームページの URL です。 

https://colorful-kyoto.com/ 

（２１７）   令和３年７月 

セクシャリティ（用語説明は４面に）への
気づきは様々で、カミングアウトのタイ
ミングも様々。トランスジェンダーの場
合は、どこまでの変化を必要とするかも
様々。決まった答えや正しい生き方はな
いから、沢山悩んでまた悩みを打ち明け
て、そうして自分自身を知っていくこと
が大切だと思います。 

https://colorful-kyoto.com/


 

むように｣と背中を押されるようだった。 
カウンセリングを受ける中で、気持ち

の整理をしながら少しずつ友人や職場
仲間にも話していった。両親は、何かあ
ったときのためにと、親戚へのカミング
アウトを提案してくれ、一緒に付き添っ
てくれた。手術に向けて不安だった時、
「あんたが決めたことやったら大丈夫、
応援するよ」と心強い言葉をくれた。 

家族、パートナーの支えに助けられ、
30 歳の時、日本で性別適合手術を受け、
後に女性から男性へ戸籍を変更した。 
🌸現在は男性として生活をしている 

では、「カラフル」について教えてください 

■なぜ「カラフル」をたちあげたのですか？ 
私自身もっとセクシャリティを知りたい、

また知ってほしいと思い、職場以外に自分
が住む地域で、安心して自分らしく過ごせ
る居場所（ＬＧＢＴＱ＋コミュニティ）が欲
しいと思ったことがきっかけでした。 

2019 年 1 月、「まずその人を知ることを
大事にしたい」と、ＬＧＢＴＱ＋についてセ
クシャリティに関係なく参加できるイベン
トをカフェで企画。これが始まりです。 

■具体的にどんな活動をしているのですか？ 
毎月第２日曜日の午後、鴨川河川敷の三

条から五条にかけて、虹をあしらった服や、
小物を身に着けて清掃活動をしています。  

また、ハイキング、BBQ、お花見などの
季節のイベント開催や、地域での広報、企業
や学校、市のＬＧＢＴＱ＋に関わる取組へ
の参加、協力等をしています。 

■大事にされている３つの活動軸とは？ 
その１．可視化 

セクシャリティに
ついて認知、関心を
高め、ＬＧＢＴＱ＋
コミュニティの存在を見えるようにする事
は安心への第一歩であると思いました。鴨
川は可視化にぴったりの場所です。橋の上
からでもよく見渡せ、川沿いで散歩やラン
ニングしている人、等間隔に座るカップル、
集う仲間たち、ピクニックをする家族など、

地域住民や観光客など、多様な人が集まり
ます。ＬＧＢＴＱ＋を象徴する６色の虹色
を身に着け、より多くの人の目に留まるこ
とで、「京都にも仲間がいるよ」とどこかで
見ている人へ、私たちの存在が届くように
と、可視化を大事にしています。 
その２．共存 

ＬＧＢＴＱ＋当事者のみが交流するので
はなく、多様で幅広い年代の方が参加、交流
できる環境、作業をすることで自然と会話
が生まれる環境の中、一緒に過ごすことで
自然と理解を深めていけたらいいなと思っ
ています。家族、友人と自然に築いている仲
や環境を社会に広げていくイメージです。 

その３．発信 
インスタグラムや、

ツイッター、ホームペ
ージに写真を掲載し、どんな人が集まって
いるのか、様子が見える発信をしています。 

情報を実際に見つけて参加してくれる人
が想像していた通りのイベントだったと、
思ってもらえるように発信。また、アメリカ
発信のアプリ Meetup は、元々登録利用者
の多くが海外の方なので、情報はさらに広
がり、海外から日本に旅行中の人や、日本で
働いていてコミュニティを探している人へ
届くことにも発信意義を感じています。 

■カラフルの活動を通してめざしたいことは？ 
交流やコミュニティを通して、【その人を

知る】ことから【ＬＧＢＴＱ＋の理解を深め
る】ことを大事に活動しています。 

国籍、年齢、性別問わず、LGBTQ+の当
事者だけではなく、気持ちが分からず悩ん
でいる方、理解を深めたい方、当事者の家族
や友人、多様な文化や背景を持つ留学生や
海外の方、旅行者なども交えながら、繋がり
作りをしています。そし
て、より多くの人があり
のまま生きやすい社会に
なるよう、身近に支えあえるコミュニティ
をめざしたい。そして、１００％理解し合え
るというより、知ることで始まる１％の想
像を大事にできるような社会をめざします。 



性の多様性について【説明】 

 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 木  17 土  

2 金 経営相談 10:00～ 18 日  

3 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 19 月  
4 日  20 火 経営相談 10:00～ 
5 月  21 水  

6 火 経営相談 10:00～ 22 木 海の日 
7 水 子育てキャラバン 10:00～ 23 金 スポーツの日 

8 木 手芸教室 13:30～ 24 土 茶道教室９:00～ 

9 金 経営相談 10:00～ 25 日  

10 土  26 月  

11 日  27 火 経営相談 10:00～ 

12 月  28 水  

13 火 経営相談 10:00～ 29 木 手芸教室 13:30～茶道教室 12:３0～    
14 水  30 金 経営相談 10:00～ 
15 木  31 土 茶道教室９:00～ 

16 金 経営相談 10:00～    

＜ 性の多様性…心の中で考えよう ＞ 
                                 ◎性は多様で、一人一人異なります。 

隣保館より貸出します   法務省委託 人権啓発 DVD「あなたが あなたらしく生きるために」 

☆セクシャリティ･･･性的指向(どのような性別の人を好きになるか)や性自認（自分
で自分の性別をどう思うか）など、人の性のあり方のこと。 【ＬＧＢＴＱ＋】とは、 

☆カミングアウト･･･自らセクシャリティを周囲の誰かに打ち明けること 
☆アウティング･･･本人の同意なく周囲にその人の性のあり方を暴いてしまうこと  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 

Ｌ:レズビアン…心の性と好きになる性が女性 
Ｇ:ゲイ…心の性と好きになる性が男性 
Ｂ:バイセクシャル…心の性が男性（または女性）好きになる性が男性女性の両方 
Ｔ:トランスジェンダー…心の性と身体の性が異なる 
Ｑ:クエスチョニング…心の性が女性なのか男性なのか分からない、迷っている 
＋:プラス…ほかにも様々な性のあり方があります 

詩・随想（手記・作文を含む）・小説 
創作童話の人権問題文芸作品を募集 

 人権文化の進展と人権課題の解決に寄与する内容で、 
次に掲げる趣旨に沿ったものであれば、題材は自由です。 

◆人の優しさや思いやり、支え合うことのすばらしさなどが描かれているもの 
◆一人ひとりを大切にし、心豊かな社会づくりをめざす姿勢が描かれているもの 
◆生命や人権の尊さ、大切さが描かれているもの 
◆人権課題の解決に向けて、明るい展望をもって描かれているもの 

応募は，県内在住、在勤、在学の方で、インターネット上を含む未発表・未投稿
の自作の作品に限ります。  締切：9 月 10 日(金)応募は郵送で、当日消印有効 

詳しくは(公財)兵庫県人権啓発協会へ：電話（078－242－5355） 




